
　毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
） 

         

　
　
　
　
　
　
　目

　
　次

　
　

 
 

　福
島
県
教
育
委
員
会 

○
福
島
県
教
育
委
員
会
聴
聞
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則                               

一 

○
福
島
県
立
図
書
館
利
用
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則                                 

一 

○
福
島
県
立
高
等
学
校
の
通
学
区
域
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則                 

二 

○
福
島
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則                                   

二 

○
福
島
県
立
学
校
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則                     

三 

○
福
島
県
立
中
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則                                     

三 

○
福
島
県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則                               

四 

○
福
島
県
教
育
庁
等
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令                                 

四 

○
高
等
学
校
通
信
教
育
規
程
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
協
力
校
を
指
定
す
る 

　件                                                                        

一
〇 

 

　
　
　
　
　
　

 

福
島
県
教
育
委
員
会 
　
　
　
　
　
　

 
 

　福
島
県
教
育
委
員
会
聴
聞
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

　
　令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
教
育
委
員
会 

福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号 

福
島
県
教
育
委
員
会
聴
聞
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

福
島
県
教
育
委
員
会
聴
聞
規
則
（
平
成
六
年
福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
の
見
出
し
を
「
（
聴
聞
の
通
知
）
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２

　条
例
第
十
五
条
第
四
項
（
条
例
第
二
十
二
条
第
三
項
及
び
条
例
第
二
十
九
条
に
お
い
て
読
み
替
え

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
行
政
庁
の
使
用

に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
公
示
事
項
（
条
例
第
十
五
条
第
四

項
に
規
定
す
る
公
示
事
項
を
い
う
。
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
閲
覧
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
（
行
政
庁
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
接
続
で
き
、
正
常

に
通
信
で
き
る
機
能
を
備
え
た
も
の
に
限
る
。
）
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理

組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。 

一

　行
政
庁
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
公
示
事
項
を
当

該
公
示
事
項
の
閲
覧
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
す
る
も
の 

二

　イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
さ
れ
た
自
動
公
衆
送
信
装
置
（
著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第

四
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
第
九
号
の
五
イ
に
規
定
す
る
自
動
公
衆
送
信
装
置
を
い
う
。
）
を
使

用
す
る
も
の 

附

　則 

　こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
教
育
総
務
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　福
島
県
立
図
書
館
利
用
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

　
　令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
教
育
委
員
会 

福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号 

　
　
　福
島
県
立
図
書
館
利
用
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

　福
島
県
立
図
書
館
利
用
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

　目
次
中
「
第
十
五
条
︱
第
二
十
一
条
」
を
「
第
十
五
条
」
に
、
「
第
二
十
二
条
」
を
「
第
十
六
条
」

に
、
「
第
二
十
三
条
」
を
「
第
十
七
条
」
に
、
「
第
二
十
四
条
︱
第
二
十
六
条
」
を
「
第
十
八
条
︱
第

二
十
条
」
に
、
「
第
二
十
七
条
︱
第
三
十
一
条
」
を
「
第
二
十
一
条
︱
第
二
十
五
条
」
に
、
「
第
三
十

二
条
」
を
「
第
二
十
六
条
」
に
、
「
第
三
十
三
条
」
を
「
第
二
十
七
条
」
に
改
め
る
。 

　第
六
条
第
二
項
中
「
利
用
票
（
第
一
号
様
式
）
」
を
「
館
長
が
別
に
定
め
る
利
用
票
」
に
改
め
る
。 

　第
九
条
中
「
利
用
カ
ー
ド
（
第
二
号
様
式
）
」
を
「
館
長
が
別
に
定
め
る
利
用
カ
ー
ド
」
に
改
め
る
。 

　第
十
条
第
一
項
中
「
利
用
カ
ー
ド
申
込
書
（
第
三
号
様
式
）
」
を
「
館
長
が
別
に
定
め
る
利
用
カ
ー

ド
申
込
書
」
に
、
同
条
第
五
項
中
「
利
用
カ
ー
ド
再
発
行
願
（
第
四
号
様
式
）
」
を
「
館
長
が
別
に
定

め
る
利
用
カ
ー
ド
再
発
行
願
」
に
改
め
る
。 

　第
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

　（
利
用
の
方
法
） 

第
十
五
条

　団
体
貸
出
の
利
用
の
方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
は
、
別
に
館
長
が
定
め
る
。 

　第
十
六
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
を
削
り
、
第
二
十
二
条
を
第
十
六
条
と
し
、
第
二
十
三
条
か
ら
第

二
十
七
条
ま
で
を
六
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。 

　第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
委
託
申
込
書
（
第
八
号
様
式
）
」
を
「
館
長
が
別
に
定
め
る
委
託
申
込
書
」

に
、
同
条
第
二
項
中
「
委
託
引
受
証
（
第
九
号
様
式
）
」
を
「
館
長
が
別
に
定
め
る
委
託
引
受
証
」
に

改
め
、
同
条
を
第
二
十
二
条
と
す
る
。 

　第
二
十
九
条
を
第
二
十
三
条
と
し
、
第
三
十
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で
を
六
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。 

　第
一
号
様
式
か
ら
第
九
号
様
式
ま
で
を
削
る
。 

　
　
　附

　則 
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　こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
社
会
教
育
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
立
高
等
学
校
の
通
学
区
域
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 

福
島
県
教
育
委
員
会 

福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号 

福
島
県
立
高
等
学
校
の
通
学
区
域
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

福
島
県
立
高
等
学
校
の
通
学
区
域
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

　
　
　
　
　
　「
田
村
高
等
学
校

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　「
勿
来
高
等 

別
表
２
の
項
中

　
　
　
　
　
　
　
　を
「
田
村
高
等
学
校
」
に
改
め
、
同
表
８
の
項
中 

　
　
　
　
　
　
　船
引
高
等
学
校
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　四
倉
高
等 

学
校 　

　
　を
「
勿
来
高
等
学
校
」
に
改
め
る
。 

学
校
」 

附

　則 

　こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
高
校
教
育
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 

福
島
県
教
育
委
員
会

　

 

福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号 

福
島
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

福
島
県
立
高
等
学
校
学
則
（
昭
和
三
十
三
年
福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　「 

　
　「 

 
 

 
 

 
 

会
計
ビ
ジ
ネ 

 
 

 

　別
表
第
一
福
島
県
立
福
島
商
業
高
等
学
校
の
項
中 

 

　
　二
四
〇
人 

　を 
 

 

ス
科

　
　
　

 
 

 
 

 
 

 
」

 
 

 
 

会
計
ビ
ジ
ネ 

 
 

 

　
　二
〇
〇
人 

　に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
伊
達
高
等
学
校
の
項
中
「
六
〇
〇
人
」 

ス
科 

  

」

を
「
五
二
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
本
宮
高
等
学
校
の
項
中
「
一
六
〇
人
」
を
「
一
二
〇
人
」 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　「 

　
　「 

 
 

 
 

 

　
　四
〇
〇
人 

 

　
　二
〇
〇
人

 
 

 
 

 
 

 
 

 

　
　
　八
〇
人 

 

　
　
　四
〇
人 
 

 

に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
郡
山
高
等
学
校
の
項
中 

　を 

 
 

 
 

 

　
　一
六
〇
人 

 

　
　三
二
〇
人

 
 

 
 

 
 

 
 

 

　
　
　八
〇
人 

 

　
　一
六
〇
人

 
 

 

」

              

　に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
須
賀
川
創
英
館
高
等
学
校
の
項
中
「
六
八
〇
人
」
を
「
六
四
〇
人
」
に 

            

」
改
め
、
同
表
須
賀
川
桐
陽
高
等
学
校
の
項
中
「
六
〇
〇
人
」
を
「
五
六
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県

立
白
河
高
等
学
校
の
項
中
「
五
六
〇
人
」
を
「
五
二
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
修
明
高
等
学
校 

　
　
　「 

 
 

 
 

 
 

文
理
科

　
　

 

　
　
　四
〇
人 

　
　「 

 
 

 
 

 
 

の
項
中 

　を 

文
理
探
究
科 

　
　一
二
〇
人 

　に
改
め
、 

 
 

 
 

 
 

文
理
探
究
科 

　
　
　八
〇
人 

 

」

 
 

」

同
表
福
島
県
立
石
川
高
等
学
校
の
項
中
「
一
六
〇
人
」
を
「
一
二
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
田

村
高
等
学
校
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 
 

 

福
島
県
立
あ
ぶ
く
ま
柏
鵬
高
等
学 

全
日
制 

総
合
学
科

　

 

　
　三
二
〇
人 

田
村
市

　
　

 
 

 
 

 

校

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 （

単
位
制
）

  
 

 

 
 

 

全
日
制 

普
通
科

　
　

 

　
　一
六
〇
人 

　別
表
第
一
福
島
県
立
船
引
高
等
学
校
の
項
及
び
福
島
県
立
小
野
高
等
学
校
の
項
を
削
り
、
同
表
福
島

県
立
会
津
高
等
学
校
の
項
中
「
七
二
〇
人
」
を
「
六
八
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
喜
多
方
高
等

学
校
の
項
中
「
五
二
〇
人
」
を
「
四
八
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
喜
多
方
桐
桜
高
等
学
校
の
項

中
「
一
一
五
人
」
を
「
一
一
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
会
津
西
陵
高
等
学
校
の
項
中
「
四
四
〇

人
」
を
「
三
六
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
南
会
津
高
等
学
校
の
項
中
「
三
二
〇
人
」
を
「
二
八

〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
平
商
業
高
等
学
校
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

福
島
県
立
い
わ
き
商
業
情
報
高
等 

全
日
制 

流
通
ビ
ジ
ネ 

　
　二
四
〇
人 

い
わ
き
市

　

 
 

 
 

 
 

 
 

学
校

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

ス
科
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情
報
シ
ス
テ 

　
　
　八
〇
人 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ム
科

　
　
　

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

オ
フ
ィ
ス
会 

　
　
　八
〇
人 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

計
科

　
　
　

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

情
報
ビ
ジ
ネ 

　
　
　四
〇
人 

 
 

 
  

 

ス
科

　
　
　

 
 

 
  

 
 

 
 

 
  

 

会
計
ビ
ジ
ネ 

　
　
　四
〇
人 
 

 
 

  
 

ス
科

　
　
　

 
   

 
 

 

Ｉ
Ｔ
科

　
　

 

　
　
　四
〇
人 

   
 

 
 

普
通
科

　
　

 

　
　一
六
〇
人 

   

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　「 

　
　「 

 
 

 
 

 

　
　六
四
〇
人 

 

　
　六
八
〇
人

 
 

　別
表
第
一
福
島
県
立
い
わ
き
総
合
高
等
学
校
の
項
中 

　を 
 

 
 

 
 

　
　一
六
〇
人 

 

　
　
　八
〇
人

 
 

 

」

 
 

   

　に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
勿
来
高
等
学
校
の
項
中
「
一
六
〇
人
」
を
「
一
二
〇
人
」
に
改
め
、
同 

 
   

」
表
福
島
県
立
勿
来
工
業
高
等
学
校
の
項
中
「
一
二
〇
人
」
を
「
一
一
五
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立

四
倉
高
等
学
校
の
項
を
削
り
、
同
表
福
島
県
立
相
馬
総
合
高
等
学
校
の
項
中
「
五
六
〇
人
」
を
「
五
二

〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
小
高
産
業
技
術
高
等
学
校
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 

福
島
県
立
小
高
産
業
技
術
高
等
学 

全
日
制 

機
械
科

　
　

 

　
　一
二
〇
人 

南
相
馬
市

　
 

 

校

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

 

電
気
科

　
　

 

　
　一
二
〇
人 

 
 

産
業
革
新
科 

　
　
　六
〇
人 

 

（
環
境
化
学 

 

コ
ー
ス
）

　

 

 
 

産
業
革
新
科 

　
　
　六
〇
人 

 

（
電
子
制
御 

 

コ
ー
ス
）

　

 

 
 

産
業
革
新
科 

　
　一
二
〇
人 

 

（
ビ
ジ
ネ
ス 

 

パ
イ
オ
ニ
ア 

 

コ
ー
ス
）

　

 

　
　
　附

　則 

　こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
高
校
教
育
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　福
島
県
立
学
校
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
教
育
委
員
会

　

 

福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号 

福
島
県
立
学
校
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

福
島
県
立
学
校
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
十
三
条
第
二
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

　一
の
二

　条
例
第
十
五
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
子
育
て
部
分
休
暇
を
受
け
る
と
き
。 

　
　
　附

　則 

　こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
高
校
教
育
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
立
中
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 

福
島
県
教
育
委
員
会

　

 

福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号 

福
島
県
立
中
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

福
島
県
立
中
学
校
学
則
（
平
成
十
八
年
福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

別
表
福
島
県
立
安
積
中
学
校
の
項
中
「
六
〇
人
」
を
「
一
二
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
会
津

学
鳳
中
学
校
の
項
中
「
二
四
〇
人
」
を
「
二
一
〇
人
」
に
改
め
る
。 

附

　則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
高
校
教
育
課
） 
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　福
島
県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

　
　令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
教
育
委
員
会

　

 
福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号 

福
島
県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

福
島
県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
（
昭
和
三
十
三
年
福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

　別
表
福
島
県
立
猪
苗
代
支
援
学
校
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  

福
島
県
立
み
な
み
あ
い
づ
支
援
学
校

　
　

 

小
学
部

南
会
津
郡
南
会
津

 

町

　
　
　
　
　
　

 
 

中
学
部

  

高
等
部

普
通
科

　
　
　
　

附

　則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
特
別
支
援
教
育
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
一
号 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　教

育

庁

　

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
学
校
以
外
の
教
育
機
関

　

 

　福
島
県
教
育
庁
等
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
教
育
委
員
会

　

 

福
島
県
教
育
庁
等
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

福
島
県
教
育
庁
等
服
務
規
程
（
平
成
十
五
年
福
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

　職
員
は
、
子
育
て
部
分
休
暇
（
条
例
第
十
五
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
子
育
て
部
分
休
暇
を
い

11
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
庶
務
シ
ス
テ
ム
に
子
育
て
部
分
休
暇
に
係
る
子
の
氏
名
そ
の
他

所
要
事
項
を
入
力
す
る
こ
と
（
特
定
職
員
に
あ
っ
て
は
、
子
育
て
部
分
休
暇
簿
（
様
式
十
号
の
三
）
）

に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
所
属
長
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
規
則
第
二
十
条
第

五
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
庶
務
シ
ス
テ
ム
に
養

育
状
況
の
変
更
の
事
由
そ
の
他
所
要
事
項
を
入
力
す
る
こ
と
（
特
定
職
員
に
あ
っ
て
は
、
養
育
状
況

変
更
届
（
様
式
十
号
の
四
）
）
に
よ
り
所
属
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　様
式
第
十
号
の
二
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
様式第10号の3（第8条関係） （第１面）

申出対象期間 　　　　　年度

所属 職員番号 氏名

氏名 続柄等

申出年月日 申出の内容
（①又は②を記入） ＜申出の内容（変更後の内容も共通）＞

 ①１日につき２時間を超えない範囲内

所属長の
確認欄

　年　　月　　日

所属長の
確認欄

　年　　月　　日

４　備　考

（注）

　８　備考の欄は、連絡先等を必要に応じて記入すること。

子　育　て　部　分　休　暇　簿

１　請求に係る子

２　申出
　　年　　月　　日

３　変更（第１回目）

３　変更（第２回目）

　３　満９歳に達する日後の最初の４月１日以降にある障害児（者）（※）について請求する場合には、障害者手帳、
　　医師の診断書、障害福祉サービス受給者証その他の障害の状況が分かる書類（写しでも可）を添付すること。
　　（※）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第４条に規定する障害児（者）で、身体障害
　　　者、知的障害者、精神障害者、発達障害者、難病等患者をいう。

  ２　子育て部分休暇の申出、変更又は請求に係る子の氏名、職員との続柄等及び生年月日を証明する書類（戸籍抄本、
　　医師又は助産師が発行する出生（産）証明書、母子健康手帳の出生届出済証明書、官公署が発行する出生届受
　　理証明書等）（写しでも可）を添付すること。

　５　第１号部分休暇の承認が職員からの請求に基づき取り消された場合は、その旨を第３面に記入すること。

　７　特別の事情とは、(１)配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、(２)配偶者と別居したこと、(３)申出時
　　に予測することができなかった事実が生じたことのいずれかを指す。変更が必要な事情が(１)～(３)に該当す
　　るかを所属で判断の上、有又は無を記入すること。

　１　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

変更年月日 変更後の内容
（①又は②を記入）

　６　※印の欄は職員本人は記入しないこと。

※特別の事情の有無
（有又は無を記入）

　４　第１号部分休暇の承認の請求の場合は第２面、第２号部分休暇の承認の請求の場合は第４面を用いること。

変更が必要な事情

 ②１年につき条例で定める時間（１０日相当＊）を超えない範囲内
 ＊　下記職員以外　７７時間３０分
 ＊　定年前再任用短時間職員及び任期付短時間勤務職員
　　　1日当たりの勤務時間に１０を乗じて得た時間

※確認欄

※確認欄

変更年月日 変更後の内容
（①又は②を記入）

※特別の事情の有無
（有又は無を記入）

生年月日

変更が必要な事情

令和 8年 3月27日　金曜日 福 島 県 報 号外第28号5
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（第２面）
年度

　　　　　子育て部分休暇の承認の請求をする期間
毎日／
曜日等

所属長の
確認欄

1 　　月　　　日 から 　　月　　　日 まで 　時　　　分 から 　　時　　　分 まで 　月　　日

2 　　月　　　日 から 　　月　　　日 まで 　　時　　　分 から 　　時　　　分 まで 　月　　日

3 　　月　　　日 から 　　月　　　日 まで 　　時　　　分 から 　　時　　　分 まで 　月　　日

4 　　月　　　日 から 　　月　　　日 まで 　　時　　　分 から 　　時　　　分 まで 　月　　日

5 　　月　　　日 から 　　月　　　日 まで 　　時　　　分 から 　　時　　　分 まで 　月　　日

6 　　月　　　日 から 　　月　　　日 まで 　　時　　　分 から 　　時　　　分 まで 　月　　日

7 　　月　　　日 から 月　　　日 まで 　　時　　　分 から 　　時　　　分 まで 　月　　日

8 　　月　　　日 から 　　月　　　日 まで 　　時　　　分 から 　　時　　　分 まで 　月　　日

9 　　月　　　日 から 　　月　　　日 まで 　　時　　　分 から 　　時　　　分 まで 　月　　日

10 　　月　　　日 から 　　月　　　日 まで 　　時　　　分 から 　　時　　　分 まで 　月　　日

（※印の欄は職員本人は記入しないこと。）

第１号子育て部分休暇の承認の請求の場合

整理
番号 月　　日 時　　間

※確認欄請求
月日 備　　考
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第１号子育て部分休暇の承認の取消しの場合 （第３面）

年度

所属長の
確認欄

1 　　　月　　　日 から 　　　月　　　日 まで 　　時　　　分 から 　　時　　　分 まで

2 　　　月　　　日 から 　　　月　　　日 まで 　　時　　　分 から 　　時　　　分 まで

3 　　　月　　　日 から 　　　月　　　日 まで 　　時　　　分 から 　　時　　　分 まで

4 　　　月　　　日 から 　　　月　　　日 まで 　　時　　　分 から 　　時　　　分 まで

5 　　　月　　　日 から 　　　月　　　日 まで 　　時　　　分 から 　　時　　　分 まで

6 　　　月　　　日 から 　　　月　　　日 まで 　　時　　　分 から 　　時　　　分 まで

7 　　　月　　　日 から 　月　　　日 まで 　　時　　　分 から 　　時　　　分 まで

8 　　　月　　　日 から 　　　月　　　日 まで 　　時　　　分 から 　　時　　　分 まで

9 　　　月　　　日 から 　　　月　　　日 まで 　　時　　　分 から 　　時　　　分 まで

10 　　　月　　　日 から 　　　月　　　日 まで 　　時　　　分 から 　　時　　　分 まで

（※印の欄は職員本人は記入しないこと。）

※確認欄
備　　考整理

番号 月　　日 時　　間
　　　子育て部分休暇の承認の取消しの期間
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第２号子育て部分休暇の承認の請求の場合 （第４面）

所属長の
確認欄

1 　　月　　日 から 　月　　日 まで 　　時　　分 から 　　時　　分 まで 時間　　分 時間　分 　月　　日

2 　　月　　日 から 　月　　日 まで 　　時　　分 から 　　時　　分 まで 時間　　分 時間　分 　月　　日

3 　　月　　日 から 　月　　日 まで 　　時　　分 から 　　時　　分 まで 時間　　分 時間　分 　月　　日

4 　　月　　日 から 　月　　日 まで 　　時　　分 から 　　時　　分 まで 時間　　分 時間　分 　月　　日

5 　　月　　日 から 　月　　日 まで 　　時　　分 から 　　時　　分 まで 時間　　分 時間　分 　月　　日

6 　　月　　日 から 　月　　日 まで 　　時　　分 から 　　時　　分 まで 時間　　分 時間　分 　月　　日

7 　　月　　日 から 　月　　日 まで 　　時　　分 から 　　時　　分 まで 時間　　分 時間　分 　月　　日

8 　　月　　日 から 　月　　日 まで 　　時　　分 から 　　時　　分 まで 時間　　分 時間　分 　月　　日

9 　　月　　日 から 　月　　日 まで 　　時　　分 から 　　時　　分 まで 時間　　分 時間　分 　月　　日

10 　　月　　日 から 　月　　日 まで 　　時　　分 から 　　時　　分 まで 時間　　分 時間　分 　月　　日

               年度

備　　考
※確認欄請求

月日

（※印の欄は職員本人は記入しないこと。）

取得可能な年度内の第２号子育て部分休暇の時間数 　　　時間　　分
　　子育て部分休暇の承認の請求をする期間

整理
番号 月　　日 時　　間

請求
時間数 残時間数
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 様式第 10 号の 4(第 8 条関係) 
 

養 育 状 況 変 更 届 
 

年  月  日  
 福島県教育委員会 
 

                                              所  属 
                        職員番号 
                                              職  名 
                        氏  名 
                

下記のとおり 子育て部分休暇 に係る子の養育の状況について変更が生じたの 
で届け出ます。 
 

１ 養育していた子 
 

氏名（続柄等）                        （       ） 
生 年 月 日       

２ 承認を受けていた期間 
（延長期間を含む。） 

             年   月   日から 
       年   月   日まで 

３ 変更の事由 
（該当するものに○を 

付けること。） 
 
 
 
 
 
 
 
 

ア 産前休暇に入った 
イ 出産した 
ウ 子が死亡した 
エ 子と離縁した 
オ 養子縁組が取り消された 
カ 家事審判事件が終了した 
キ 養子縁組が成立しないまま里親への委託が解除された 
ク 子と同居しなくなった 
ケ 負傷等により養育できなくなった 
コ 託児できるようになった 
サ その他（                  ） 

４ 事由の発生の日       年   月   日 
５ 職務復帰についての 

所属長の意見 
 

 
 
       年   月   日 
         所属長 氏名 

  備考 
  １ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 
  ２ 変更の事由を証する書類（死亡届、休暇（欠勤）願、出生証明書等の写し） 
   を添付すること。 
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附

　則 

　こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
教
育
総
務
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
教
育
委
員
会
告
示
第
一
号 

　高
等
学
校
通
信
教
育
規
程
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
協
力
校
を
指
定
す
る
件
（
昭
和
四
十
一
年

福
島
県
教
育
委
員
会
告
示
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。 令

和
八
年
三
月
二
十
七
日 

福
島
県
教
育
委
員
会 

　表
中
「
福
島
県
立
船
引
高
等
学
校
」
を
「
福
島
県
立
あ
ぶ
く
ま
柏
鵬
高
等
学
校
」
に
改
め
る
。 

（
高
校
教
育
課
） 

                           

          

再生紙を使用しています。 【定価　１箇月 3,560円】 発行者　福　　　　島　　　　県
印刷所　株式会社　第　一　印　刷
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